
災害時における救援物資等の緊急輸送及び保管に関する協定書

山形県(以下「甲」という。)と、公益社団法人山形県トラック協会(以下「乙」

いう。)及び山形県倉庫協会(以下「丙」という。)は、次のとおり災害時にお

ナる救援物資等の緊急輸送及び保管に関する協定を締結する。

(協定趣旨)

ル1条この協定は、山形県内で災害が発生し、若しくは発生のおそれがある

場合又は山形県以外で災害が発生した場合(以下「災害時」という。)に、甲

が被災地又は被災のおそれがある地域(以下「被災地等」という。)を支援す

るため、甲から乙又は丙に対して要請する救援物資等の緊急輸送及び保管に

関して、必要な事項を定めるものとする。

(緊急輸送に関する業務及び要請)

第2条甲は、災害時に被災地等を支援するため、次に規定する救援物資等の

緊急輸送に関する業務(以下「緊急輸送」という。)が必要と認められるとき

は、乙に対し、別紙1により要請するものとする。ただし、緊急を要する場

,j"、合は、電話その他の方法をもって要而し、その後速やかに文白を送付するも
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( 2 )

配

(3)甲及び山形県内の市町村(以下「市町村」という。)の災害対策本部等へ

の物流専門家派遣による緊急輸送の支援、助言等

(4)その他必要な業務

2 乙は、前項の規定による要請があったときは、緊急輸送を可能な限り通常

業務に優先して行うものとする。

3 甲は、乙の行う緊急輸送に必要な燃料の優先確保、緊急通行車両の指定及

びその他円滑な輸送に必要な措置を講じるよう努めるものとする。

前号に必要な車両(霊枢車を含む)、作業員、荷役機械及び資機材の手

禽胸凶

1禽^

(報告)

第3条乙は、緊急輸送を行ったときは、甲に対し、別紙2により速やかに報

告するものとする。

(経費の負担)

第4条緊急輸送に要した費用は、甲又は甲から支援を受けた地方公共団体が

負担するものとする。

2 前項の費用のうち、事業用自動車に係る運賃及び料金は、災害発生時直前

における地域の事業者の認可運賃又は標準的な運賃及び料金を基準として、

甲乙協議の上決定するものとする。

3 第1項の費用のうち、前項の費用以外の費用は、甲乙協議の上決定するも

のとする。

(事故等)
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第5条乙が手配した事業用自動車が、故障その他の理由により緊急輸送を中

断したときは、乙は、速やかに事業用自動車を交換して緊急輸送を継続する

よう努めるものとする。

2 乙は、緊急輸送に際し事故が発生したときは、甲に対して速やかにその状

況を報告するものとする。

(救援物資等の保管に関する業務及び要i削

第6条甲は、災害時に被災地等を支援するため、次に規定する救援物資等の

保管に関する業務(以下「救援物資等保管」という。)が必要と認められると

きは、丙に対し、別紙3により要請するものとする。'ただし、緊急を要する

場合は、電話その他の方法をもって要請し、その後速やかに文書を送付する

ものとする。

(1)甲の指定する施設又は丙の会員事業所(以下「施設」という。)におけ

る救援物資等の入出庫、仕分け及び保管

(2)救援物資等の在庫状況の把握及び甲への報告

(3)前2号に必要な作業員、荷役機械及び資機材の手配

(4)甲及び市町村の災害対策本部等への物流専門家の派遣による救援物資

等保管の支援、助言等

(5)その他必要な業務

2 丙は前項の規定による甲の要請があったときは、救援物資等保管を可能な

限り通常業務に優先して行うものとする。

3 甲は、丙の行う救援物資等保管に必要な燃料'の優先確保、通信手段の確保

及びその他施設の円滑な運営に必要な措置を講じるよう努めるものとする。

(報告)

第7条丙は、救援物資等保管を行ったときは、甲に対し、別紙4により速や

かに報告するものとする。

W測
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(経費の負1助

第8条救援物資等保管に要した費用は、甲又は甲から支援を受けた地方公共

団体が負担するものとする。

2 前項の費用のうち、保管料及び荷役料は、丙の会員事業者が倉庫業法施行

規則(昭和認年運輸省令第59号)に基づき国士交通大臣等に届出した料金を

基準として、甲丙協議の上決定するものとする。

3 第1項の費用のうち、前項の費用以外の費用は、甲丙協議の上決定するも

のとする。

(事故等)

第9条丙は、事故の発生等により救援物資等保管が困難な事由が発生したと

きは、他の施設を速やかに選定する等により、救援物資等保管を継続するよ

う努めるものとする。

2 丙は、救援物資等保管に際し事故が発生したときは、甲に対して速やかに

その状況を報告するものとする。
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阿
(相互手配)

第10条甲は、必要と認めるときは、第2条及び第6条の規定にかかわらず、

緊急輸送を丙に、救援物資等保管を乙に要請することができる。

2 乙及び丙は、前項の規定による甲の要請があったときは、相互に連携の

上、可能な限り通常業務に優先して行うものとする。

3 前2項の規定を適用する場合には、第2条から第5条中「乙」とあるのは

「丙」と、第6条から第9条中「丙」とあるのは「乙」と読み替えるものと

する。

(市町村からの要請)

第Ⅱ条災害時に、市町村が、甲の指示により緊急輸送及び救援物資等保管を

行う場合、市町村から乙及び丙に緊急輸送及び救援物資等保管の要請があっ

たときは、乙及び丙は、前条までの規定に準じて緊急輸送及び救援物資等保

管を行うよう努めるものとする。

2 前項のほか、災害時に、市町村が独自に被災地等を支援するため、市町村

から乙及び丙に緊急輸送及び救援物資等保管の要請があったときは、乙及び

丙は、前条までの規定に準じて緊急輸送及び救援物資等保管を行うよう努め

るものとする。

..
(情報提供)

第蛯条甲、乙及び丙は、それぞれが知り得た災害に関する情報を互いに提供

するよう努めるものとする。

(訓練の実施)

第13条甲、乙及び丙は、災害の発生に備え、緊急輸送及び救援物資等保管に

関する訓練を、協議の上連携して実施するよう努めるものとする。

(担当部署及び連絡責任者)

第14条甲、乙及び丙は、本協定に基づく緊急輸送及び救援物資等保管に関す

る担当部署を定めるとともに、連絡責任者を選任し、相互に通知するものと

する。

(補償)

第15条甲の要請により、緊急輸送又は救援物資等保管に従事した者(以下

「従事者」という。)が、そのために死亡し、負傷し、若しくは疾病にかか

り、又は障害の状態となったときは、甲は、次に掲げる場合を除き、「災害に

際し応急措置の業務に従事した者に係る損害補償に関する条伊1」(昭和37年

..12月山形県条例第 66号)の例により、その損害を補償する。

(1)従事者の故意又は重大な過失による場合

(2)当該損害につき、乙、丙または従事者が締結した損害保険契約によ

り、保険給付を受けることができる場合

(3)当該損害が第三者の行為によるものであって、当該三者から損害賠償
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(協定の有効期間)

第16条この協定の有効期間は、協定締結の日から1年間とする。ただし、有 1効期間満了の1か月前までに、甲、乙又は丙のいずれからも更新しない日の
意思表示がない場合は、有効期間満了日の翌日から起算して1年間更新する,ニ
ものとし、以降もまた同様とする。,

を受けることができる場合

(協定の解除又は改定)

第17条この協定は、甲、乙又は丙のいずれから申し出があったときは、甲、
乙及び丙が協議の上協定を解除又は改定することができる。

(準用及び協議)

第18条この協定に定めのない事項にっいては、「標準貨物自動車運送約款」
及び「標準倉庫寄託約款(乙)」(以下絲塒知という。)を準用するものとす
る。

2 前項によってもなお定めのない事項及び疑義が生じた事項にっいては、甲
乙丙が協議して定めるものとする。

この協定の締結を証するため、本書3通を作成し、各者記名押印の上、各1
通を保有する。

令和3年9月器日

甲 山形県山形市松波二丁目8番1

吉村美栄山形県知事

乙 山形県山形市流通センター四丁目1番加号

公益社団法人山形県トラック協会

熊澤長会

山形県山形市流通センター四丁目1番2号

山形県倉庫協会

丙

血゙後
尽隱

W形県
北顎巨

長 佐藤
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別紙1

Nす

「災害時における救援物資等の緊急輸送及び保管に関する協定書」第2条第1項の規定に
より、次のとおり要請します。

様

■、1
1 災害の状況及び要請理由

緊急輸送に関する要請書

緊急輸送に関する要請内容

物資等の種類・数量

山形県知事

番

月

積み込み

日時・場所

3 物流専門家の派遣に関する要請内容

派遣場所

人

業務内容

数

派遣期間

取り下ろし

日時・場所

4 その他必要な事項

備老

号
日

一
年

号己言

●
辻
轟
簿
卿

酉
河
司

"
,
ー
ー
一
.

」



別紙2

山形県知事

緊急輸送に関する報告書

要請のあった緊急輸送を次のとおり実施したので報告します。

様

1 緊急輸送に関する実施内容

輸送

月日
事業者名

(報告者)

物資等の

種類・数量

年 片W゛
籍

別

2 物流専門家の派遣に関する実施内容

輸送区間

派遣場所

人

業務内容

数

派遣期間

使用車種

・台数

3 その他必要な事項

よ・
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別紙3

1" 様

r老,1 火害の状況及び要而理由

~ヌ、 j刷'

'§救援物資等保管に関する要請内容

「災害時における救援物資等の緊急輸送及び保管に関する協定書」第6条第1項の規定に
より、次のとおり要請します。

備老

救援物資等保管に関する要請書

記

山形県知事

要請項目

口入出庫

口仕分け

図イ呆管、

口在庫状況把握
口処分

番

月

物資の種類

・数量

〔D捻

寸一゛ E

.亜

3 物流専門家の派遣に関する要請内容

派遣場所

人

作業場所

業務内容

数

派遣期間

4 その他必要な事項

作業時間

号
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別紙4

山形県知事

救援物資等保管に関する報告書

要請のあった救援物資等保管を次のとおり実施したので報告します。

1 救援物資等保管に関する実施内容

様

実施項目

口入出庫

■仕分け

口保管

■在庫状況把握

口処分

(報告者)

物資の種類

・数量

2

年

物流専門家の派遣に関する実施内容

作業場所

艇

派遣場所

月

人

業務内容

数

派遣期間

作業時問

3 その他必要な事項

延べ

作業人数
備考
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災害時における物資等の緊急輸送に関する協定書 

 

 山形県知事齋藤弘（以下「甲」という。）と赤帽山形県軽自動車運送協同組合代表理事

冨樫弘志（以下「乙」という。）は、災害時における物資等の緊急輸送（以下「緊急輸送」

という。）に関し、次のとおり協定を締結する。 

 

（趣旨） 

第１条 この協定は、山形県地域防災計画に基づき、災害発生時の応急対策活動を円滑

に実施するため、甲から乙に対して行う緊急輸送の要請に関し、必要な事項を定める

ものとする。 

 

（要請） 

第２条 甲は、応急対策活動を円滑に実施するため必要があると認めるときは、乙に対

し次に掲げる事項を明示した文書（別記様式第１号）により緊急輸送の要請を行うも

のとする。 

  ただし、文書により要請するいとまがない場合は、口頭又は電話等により要請し、

事後、速やかに文書を提出するものとする。 

（１）緊急輸送の要請を必要とする事由 

（２）必要とする車両数、車両種類及び人員 

（３）物資の内容及び数量 

（４）物資の積込み場所及び輸送先 

（５）緊急輸送を必要とする期間 

（６）その他参考となる事項 

 

（実施） 

第３条 乙は、甲から緊急輸送の要請を受けたときは、やむを得ない事由のない限り、

通常業務に優先して実施するものとする。 

 

（報告） 

第４条 乙は、前条の規定により緊急輸送を実施した場合は、速やかに甲に対して次に

掲げる事項を文書（別記様式第２号）により報告するものとする。 

（１）従事した車両数 

（２）走行距離及び地点 

（３）その他必要な事項 

 

（経費の負担） 

第５条 第３条の規定により実施した緊急輸送に要した経費は、甲が負担するものとす

る。 

２ 前項に規定する費用は、災害発生時直前における地域の事業者の届出運賃・料金を

基準として、甲乙協議のうえ決定するものとする。 

 

（事故等） 

第６条 乙の供給した事業用自動車が故障その他の理由により運行を中止したときは、

乙は速やかに当該事業用自動車を交換してその供給を継続するものとする。 

２ 乙は、前項の場合その他事業用自動車の運行に際し、事故が発生したときは、甲に
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対し速やかにその状況を報告するものとする。 

 

（損害賠償責任） 

第７条 乙は、その事業用自動車の運行に際し、乙の責に帰する理由により、事業用自

動車の使用者（同伴者を含む。）及び第三者に損害を与えたときは、その賠償の責を負

うものとする。 

 

（災害補償） 

第８条 甲は、緊急輸送に従事した者が、その業務に従事したため負傷し、若しくは疾

病にかかり、又は死亡したときは、次に掲げる場合を除き「災害に際し応急措置の業

務に従事した者に係る損害補償に関する条例（昭和３７年１２月２５日県条例第６６

号）」に定めるところによりその損害を補償する。 

（１）緊急輸送に従事する者の故意又は重大な過失による場合。 

（２）当該損害につき、損害保険契約により保険給付を受けることができる場合。 

（３）当該損害が第三者の行為によるものであって、当該第三者から損害賠償を受ける

ことができる場合。 

 

（連絡責任者） 

第９条 この協定に関する連絡責任者は、甲については総務部危機管理室総合防災課長

とし、乙は専務理事とする。 

 

（協議） 

第１０条 この協定に定めのない事項及びこの協定に疑義が生じた場合は、甲乙協議の

うえ決定するものとする。 

  

（適用） 

第１１条 この協定は、締結の日から適用し、甲又は乙が文書をもって協定の終了を通

知しない限り、その効力は継続するものとする。 

 

 この協定を証するため、本協定書２通を作成し、甲、乙が記名押印のうえ、それぞれ

１通を保有する。 

 

  平成１７年６月２０日 

 

 

甲  山形市松波二丁目８番１号 

山形県知事  齋 藤  弘 

 

 

乙  山形市あさひ町２３番３７号 

                    赤帽山形県軽自動車運送協同組合 

                     代表理事  冨 樫  弘 志 

 



災害時における船舶による物資等の緊急輸送に関する協定書 
 
 
山形県（以下「甲」という。）と東北内航海運組合（以下「乙」という。）とは、災害時

における船舶による物資等の緊急輸送（以下「緊急輸送」という。）に関し、次のとおり協

定を締結する。 
 
（趣  旨） 
第１条 この協定は、山形県地域防災計画に基づき、災害発生時の応急対策活動を円滑   

に実施するため、甲から乙に対して行う船舶による緊急輸送の要請に関し、必要な事項

を定めるものとする。 
 
（要  請） 
第２条 甲は、応急対策活動を円滑に実施するため必要があると認めるときは、乙に対し

次に掲げる事項を明示した文書（別記様式１）により緊急輸送の要請を行うものとする。 
ただし、文書により要請するいとまがないときは、口頭又は電話等により要請し、そ

の後、速やかに文書を送付するものとする。 
(1) 物資の内容及び数量 

 (2) 物資の積込み場所及び輸送先 
 (3) 緊急輸送を必要とする期間 
 
（業務の内容） 
第３条 本協定により、甲が乙に対して要請できる業務は、次のとおりとする。 
 (1) 被災者が必要とする生活必需品等の輸送業務 
 (2) 災害応急対策の実施に必要な資機材等の輸送業務 
 (3) その他甲が必要とする船舶による応急対策業務 
 
（業務の実施） 
第４条 乙は、甲から緊急輸送の要請を受けたときは、乙の組合員等（乙の加盟する「日

本内航海運組合総連合会」傘下の組合員に応援を求める場合は当該組合員を含む。（以下

「組合員等」という。））に可能な限り業務を実施させるものとする。 
 
（業務の報告） 
第５条 乙は、前条の規定により緊急輸送を実施した場合は、速やかに甲に対して次に掲

げる事項を文書（別記様式２）により報告するものとする。 
  ただし、文書により報告するいとまがないときは、口頭又は電話等により報告し、そ

の後、速やかに文書を提出するものとする。 
 (1) 従事した船舶数及び人員 

(2) 輸送した物資の内容及び数量 
 (3) 物資の積込み場所及び輸送先 
 
（経費の負担） 
第６条 第４条の規定により実施した緊急輸送に要した経費は、甲が負担するものとする。 
２ 前項に規定する費用は、当該地域における適正な運賃とし、甲乙協議のうえ決定する

ものとする。 
 
（費用の請求及び支払） 
第７条 組合員等は、業務の終了後、当該業務に要した前条の費用について甲に請求する

ものとする。 
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２ 甲は、前項の請求があったときは、内容を確認し、速やかにその費用を支払うものと

する。 
 
（事 故 等） 
第８条 乙の供給した事業用船舶が故障その他の理由により運行を中止したときは、乙は

速やかに当該事業用船舶を交換してその供給を継続するものとする。 
２ 乙は、前項の場合その他事業用船舶の運行に際し、事故が発生したときは、甲に対し

速やかにその状況を報告するものとする。 
 
（災害補償） 
第９条 甲は、緊急輸送に従事した者が、その業務に従事したために負傷し、若しくは疾

病にかかり、又は死亡したときは、次に掲げる場合を除き「災害に際し応急措置の業務

に従事した者に係る損害補償に関する条例（昭和３７年１２月２５日山形県条例第６６

号）」に定めるところによりその損害を補償する。 
(1) 緊急輸送に従事する者の故意又は重大な過失による場合 
(2) 当該損害につき、損害保険契約により保険給付を受けることができる場合。 
(3) 当該損害が第三者の行為によるものであって、当該第三者から損害賠償を受けるこ
とができる場合。 

 
（連絡責任者） 
第１０条 この協定に関する連絡責任者は、甲については総務部危機管理室総合防災課長

とし、乙については専務理事とする。 
 
（協  議） 
第１１条 この協定に定めのない事項及びこの協議に疑義が生じた場合は、甲乙協議のう

え決定するものとする。 
 
（適  用） 
第１２条 この協定は、締結の日から適用し、甲又は乙が文書をもって協定の終了を通知

しない限り、その効力は継続するものとする。 
 
 
この協定の締結を証するため、本協定書２通を作成し、甲、乙が記名押印のうえ、それ

ぞれ１通を保有する。 
 
 
平成１７年１２月２１日 
 

甲  山形市松波二丁目８番１号 
山形県知事   齋 藤  弘 

 
 

乙  仙台市青葉区一番町一丁目８番１０号 
 東北内航海運組合理事長 湯 村 健 介 
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山形県(以下「甲」という。)と東北港運協会(以下「乙」という。)は、次のとおり

協定を締結する。

災害時における応援協力に関する協定書

(趣旨)

第1条この協定は、山形県内で災害対策基本法に規定する災害等が発生し、又は発生

するおそれがある場合(以下「災害時等」という。)に、甲が行う被災者のための救

援物資等の確保及び輸送活動等に対する乙の応援協力について、適正かつ円滑な運営

を期すため、必要な事項を定めるものとする。

(要請)

第2条甲は、災害時等に、次条に掲げる応援協力の実施を乙に要請することができる。

(応援協力の内容)

第3条乙は、甲から前条に基づく要請を受けた場合は、応援協力を実施するものとす

る。

2 前項の応援協力の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1)救援物資等の荷役

(2)救援物資等の受入及ひ積出施設並びに保管場所の確保

(3)埠頭内道路等の啓開

(4)救援物資等の物資輸送拠点への輸送

(5)その他必要とする業務

3 乙は、本条第1項の規定による要請があったときは、救援物資等の確保及び輸送等

を可能な限り通常業務に優先して行うものとする。

(要請手続)

第4条甲は、被災者のための救援物資等の確保及び輸送等を実施するために、乙の応

援協力が必要と認めたときは、次に掲げる事項を明示して、別に定める様式により文

書で要請を行うものとする。

ただし、緊急の場合には、電話等により要請し、その後速やかに文書を提出するも

のとする。

(1)要請理由及び災害状況

(2)要請期間及び場所

(3)要請内容

(4)その他必要な事項



(実施報告)

第5条乙は、第3条第2項各号に掲げる応援協力を実施した場合は、甲に対し、次に

掲げる事項を明示して、別に定める様式により実施状況を報告するものとする。

ただし、緊急を要する場合は、電話等により報告し、その後速やかに文書を提出す

るものとする。

(1)業務従事者

(2)業務に使用した機材

(3)業務従事日数及び場所

(4)業務実施状況

(5)その他必要な事項

(経費の負担等)

第6条乙が第2条の規定に基づく要請のため第3条第2項各号に掲げる業務の実施1

要した経費は、甲が負担する。

2 甲は、前条の実施報告があったときは、書面等に基づきその報告に係る業務が応

協力に要したものであるかを審査し、その負担すべき経費について確定する。

q西格の決定)

第7条甲が負担する経費の価格は、法令その他に特段の定めがあるものを除くほか、

次により算出された料金を基準として決定する。

(1)港湾運送事業法に基づき届出された料金

(2)前号の定めにより難い場合においては、甲と乙とが協議して定めた料金

(連絡体制等)

第8条甲及び乙は、この協定の実施に関する事項の連絡責任者等をあらかじめ定めて

おくとともに、甲にあっては、山形県地域防災計画等を変更したときは、遅滞なく乙

に通知し、乙にあっては、協力体制及び情報受伝達体制等の整備に努めるものとする。

(実施細助

第9条この協定の実施に関し必要な手続きその他の事項は、実施細目で定めるものと

する。

(損害の負担)

第10条本協定による応援協力じより生じ六損害の負扣は、当該従事者の使用者の責任

において行うものとする。



(ネ削釦

第 H 条第3条に規定する甲からの要請に基づき乙が実施した応援協力に従事した者

が、これに従事したことにより、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は死亡した場合

のネ削賞については、当該従事者の使用者の責任において行うものとする。

(協議)

第12条この協定について疑義が生じた場合又は定めのない事項については、その都度、

甲乙双方が協議して決定するものとする。

(有効期間)

第13条この協定は、協定締結の日から効力を有するものとし、甲又は乙が文書をもっ

て協定の終了を通知しない限り、その効力を継続するものとする。

この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自その

1通を保有するものとする。

令和 3年6月21日

甲 山形県山形市松波二丁目8番1号

乙宮城県仙台市宮城野区原町南目字町146

山形県知事

■^
^

'
吉村美栄

Ⅱ一-X̂̂

東北港運協会会長澤藤孝



災害時における応援協力に関する協定実施細目

災害時における応援協力に関する協定(以下、「協定」という。)第9条の規

定に基づき、山形県と東北港運協会との協定を実施するための細目を次のよう

に定める。

(作業場所等)

第1条東北港運協会は、協定第2条に基づく要請があった場合は、直ちに協

定第3条第2項第1号に掲げる「救援物資等の荷役」を行う作業場所及び同

項第2号に掲げる救援物資等の受入及び積出施設並びに保管場所を確保し、

その旨を遅滞なく山形県に報告するとともに、協定第3条第2項各号に掲げ

る業務に必要な人員、機材等を出動させるものとする。

2 前項の報告は、別紙様式1及び2の例によるものとする。

(要請書)

第2条協定第4条に規定する、山形県が東北港運協会に提出する書面は、別

紙様式3のとおりとする。

(報告書)

第3条協定第5条に規定する、東北港運協会が山形県へ提出する書面は、別

紙様式4のとおりとする。

(担当者等の報告)

第4条協定第8条に規定する連絡責任者等は、別表のとおりとする。

附則

この実施細目は、令和3年6月21日から実施する。



別紙様式1

山形県知事

港湾荷役作業場所

殿

「災害時における応援協力に関する協定実施細目」第1条に基づき、下記の

とおり報告します。

連絡先

港湾荷役

作業場所

年

東北港運協会会長

月

記

電話



別紙様式2

救援物資等の受入及び積出施設並びに保管場所

山形県知事 殿

「災害時における応援協力に関する協定実施細目」第1条に基づき、下記の

とおり報告します。

連絡先

救援物資等

の受入場所

救援物資等

の積出施設

救援物資等

の保管場所

摘要

年

東北港運協会会長

月

記

電話



別紙様式3

東北港運協会会長

応援協力業務要請書

「災害時における応援協力に関する協定実施細目」第2条に基づき

とおり要請します。

殿

連絡先

要請理由及び

災害状況

要請期間

及び場所

要請内容

摘要

年

山形県知事

月

記

、 下記の

電話



別紙様式4

山形県知事

応援協力業務実施報告書

殿

「災害時における応援協力に関する協定実施細目」第4条に基づき、下記の

とおり報告します。

連絡先

業務従事者

業務に使用

した機材

業務従事日数

及び場所

業務実施状況

摘要

年

東北港運協会会長

月

記

電話



別表

連絡責任者

事務担当者

山形県

防災くらし安心部防災危機

管理課長

防災くらし安心部防災危機

管理課職員

東北港運協会

専務理事

協会職員



災害時等における応急生活物資の供給

及び支援物資の輸送等に関する協定書

県形山

株式会社丸勘山形青果市場
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災害時等における応急生活物資の供給及び支援物資の輸送等に関する協定書

山形県,(以下、「甲」という。)と株式会社丸勘山形青果市場(以下、「乙」という。)は、次

のとおり災害時等における応急生活物資の供給・輸送、広域物資輸送拠点としての施設使用、

支援物資等の緊急輸送及び保管に関する協定を締結する。

第一趣旨

(趣旨)

第1条この協定は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合(以下、「災害時等」とい
う。)において、甲が行う支援活動等のために必要とする応急生活物資を乙が迅速かつ円滑に

供給・輸送するため、また、乙が管理する施設を使用して甲が広域物資輸送拠点(以下、「拠
点」という。)の開設及び運営、支援物資等の緊急輸送及び保管をするため、必要な事項を定
めるものとする。

第二応急生活物資の供給
(応急生活物資供給の要請)

第2条甲は、次に掲げる場合において、応急生活物資を調達する必要があるときは、乙に対
し、応急生活物資の供給を要請することができる。

(1)山形県内において災害等が発生し、又は発生するおそれがあるとき
(2)山形県外において災害等が発生し、又は救援の必要があり、国又は他の都道府県から

応急生活物資調達のあっせんを要請されたとき

2 要請の方法は、甲から乙に対し、別紙様式1「応急生活物資供給要請書」により行うもの
とする。ただし、文書をもって要請するいとまがないときは、口頭又は電話等により要請
し、その後速やかに文書を提出するものとする。

(調達物資)

第3条甲が乙に供給を要請する応急生活物資は、次に掲げるものとする。
(1)青果物

(2)その他甲が指定する応急生活物資で乙が提供できるもの

(要請に基づく乙の措置)

第4条乙は、甲から第2条の要請を受けたときは、速やかに応急生活物資の供給を実施する
ものとする。

2 乙は、前項の規定により応急生活物資の供給を実施した場合は、甲に対し、別紙様式2「応
急生活物資供給実績報告書」(以下、「実績報告書」という。)によりその状況を報告するもの
とする。ただし、緊急を要する場合は、電話等により報告し、その後速やかに文書を提出す

るものとする。

(応急生活物資の運搬及び引渡し)

第5条応急生活物資の引渡場所は、甲が状況に応じ指定するものとし、引渡場所までの応急
生活物資の運搬は、原則として乙が行うものとする。ただし、乙の運搬が困難な場合は、別
に甲の指定する者が行うものとする。



2 甲は、前項の引渡場所に職員を派遣し、応急生活物資を確認の上、引渡しを受けるものと

する。

3 甲は、前項の職員を甲の指定する者に代行させることができる。

(応急生活物資供給の費用負担)

第6条甲は、乙が第4条の規定により供給した応急生活物資の対価及び第5条の規定による

応急生活物資の運搬に要した費用を負担する。

2 甲が前項の規定により負担する額は、災害が発生する直前における通常の価格を基準とし、

甲乙協議の上定めるものとする。

第三支援物資の輸送等

(施設の使用申請)

第7条甲は、災害時において次の施設を拠点として使用する必要があるときは、乙に対して

施設の使用を申請するものとする。

所在地山形市十文字2160

施設名株式会社丸勘山形青果市場

2 前項の規定による申請は、別紙様式3により行うものとする。ただし、緊急を要する場合

は、電話その他の方法をもって要請し、その後速やかに文書を送付するものとする。

(施設の使用許可)

第8条乙は、前条の規定による申請を受けた場合において、乙が施設の使用について認めた

場合は、施設の一部又は全部について甲の使用を許可するものとする。

2 前条第2項の規定は、前項の規定による許可について準用する。

(施設の使用目的)

第9条甲は、乙から使用許可を受けた施設を拠点及び輸送車両の駐車場として使用すること

ができる。

(拠点の管理運営)

10条拠点の管理運営は、甲の責任において行うものとする。

乙は、拠点の管理運営について甲に協力するものとする。

(施設使用の費用負担)

H条施設の使用料は無償とする。

甲は、拠点の管理運営に係る費用及び施設を原状に回復する費用を負担するものとする。

(施設使用期間)

第 12 条拠点として施設を使用する期間は、災害発生の日から1ケ月以内とするものとする。

ただし、状況により期間を延長する必要がある場合は、甲乙協議のうえ、 1ケ月の範囲内で

延長することができるものとし、以後も同様とする。

第
2

第
2



2 甲は、乙による施設の使用を早期に再開できるよう拠点として施設を使用する期間の短縮

に努めるものとする。

(施設使用の終了)

第13条施設使用の終了は、甲が拠点の運営及び施設の原状回復を終了し、乙の確認を受けた

ときとする。

2 甲は、施設使用を終了する場合は、乙に別紙様式4を提出するものとする。

(支援物資等の緊急輸送に関する業務及び要請)

第N条甲は、災害時に被災地等を支援するため、次に規定する支援物資等の緊急輸送に関す

る業務(以下「緊急輸送」という。)が必要となったときは、乙に対し、別紙様式5により要

請するものとする。ただし、緊急を要する場合は、電話その他の方法をもって要請し、その

後速やかに文書を送付するものとする。

(1)支援物資等の緊急輸送

(2)前号に必要な車両、作業員、荷役機械及び資機材の手配

(3)その他必要な業務

2 乙は、前項の規定による要請があったときは、緊急輸送を可能な限り通常業務に優先

して行うものとする。

3 甲は、乙の行う緊急輸送に必要な燃料の優先確保、緊急通行車両の指定及びその他円

滑な輸送に必要な措置を講じるよう努めるものとする。

(緊急輸送の報告)

第 15条乙は、緊急輸送を行ったときは、甲に対し、別紙様式6により速やかに報告するもの

とする。

(緊急輸送の費用負担)

第 16条緊急輸送に要した費用は、甲が負担するものとする。

2 前項の費用のうち、事業用自動車に係る運賃及び料金は、災害発生時直前における地域の

事業者の認可運賃又は標準的な運賃、料金等を基準として、甲乙協議の上決定するものとす

る。

3 第1'項の費用のうち、前項の費用以外の費用は、甲乙協議の上決定するものとする。

(緊急輸送の事故)

第17条乙の事業用自動車が、故障その他の理由により緊急輸送を中断したときは、乙は、速

やかに事業用自動車を交換して緊急輸送を継続するよう努めるものとする。

2 乙は、緊急輸送に際し事故が発生したときは、甲に対して速やかにその状況を報告するも

のとする。



(支援物資等の保管に関する業務及び要ヨ剤

第18条甲は、災害時に被災地等を支援するため、次に規定する支援物資等の保管に関する業

務(以下「支援物資等保管」という。)が必要となったときは、乙に対し、別紙様式7により

要請するものとする。ただし、緊急を要する場合は、電話その他の方法をもって要請し、

その後速やかに文書を送付するものとする。

(1)支援物資等の入出庫、仕分け及び保管

(2)支援物資等の在庫状況の把握及び甲への報告

(3)前2号に必要な作業員、荷役機械及び資機材の手配

(4)その他必要な業務

2 乙は前項の規定による甲の要請があったときは、支援物資等保管を可能な限り通常業務に

優先して行うものとする。

3 甲は、乙の行う支援物資等保管に必要な燃料の優先確保、通信手段の確保及びその他施設

の円滑な運営に必要な措置を講じるよう努めるものとする。

(保管等業務の報告)

第 19条乙は、支援物資等保管を行ったときは、甲に対し、別紙様式8により速やかに報告す

るものとする。

(保管等業務の費用負担)

第20条物資の保管等に要した費用(保管料及び荷役料、資機材の使用料等の実費負担額)は、

甲が負担する。

2 前項の費用は、災害時等の直近における山形県の事業者が定めている標準的な料金を基準

として、甲乙協議の上、決定するものとする。

3 乙は、甲が負担する費用を甲に請求する。

4 甲は、前項の請求があった場合には、その日から起算して30日以内に支払う。

(保管等業務の事故等)

第21条乙は、支援物資等保管に際し事故が発生したときは、甲に対して速やかにその状況を

報告するものとする。

第四雑則

(情報提供)

第器条乙は、本協定に基づく活動の従事中に覚知した災害等による被害情報は、甲及び市町

村等関係機関に積極的に提供するものとする。

(費用の支払)

第器条甲は、乙から費用の支払い請求があった場合は、速やかに乙に支払うものとする。

(補償)

第 24 条この協定に基づいて業務に従事した者が、この協定に基づく業務により死亡、負傷、

又は疾病に櫂患した場合の補償については、当該従事者の使用者の責任において行うものと



する。

(連絡責任者の報告及び情報交換)

第25条甲及び乙は、本協定に関する連絡責任者を選任し、互いに報告を行うものとする。連
絡責任者を変更したときも同様とする。

2 甲及び乙は、平常時から協定の運用等について連絡責任者による情報交換を行い、災害時

等に備えるものとする。

(有効期間)

第26条この協定の有効期間は、この協定の締結の日から1年間とする。ただし、有効期間が
満了する日の30日前までに甲又は乙から協定終了の意思表示がないときは、更に1年間延

長するものとし、以後も同様とする。

(協議)

第27条この協定に定めのない事項及びこの協定に関し疑義が生じたときは、その都度、甲乙
協議の上決定するものとする。

この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名の上、各自1通を保有する。

令和3年9月14日

甲 山形県山形市松波二丁目8番1号

山形県

山形県知事

乙 山形県山形市十文字2160

株式会社丸勘山形青果市場

代表取締役社長

吉_.""1.1_1鄭.子

井.上_司.__.エ.__、,_
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山形県

という。)

災害時における物資の輸送・荷役等に関する協定

(以下「甲」という。)と一般社団法人AZ-COM丸和

とは、災害時における物資の輸送・荷役等に関し、

帽的)

第1条この協定は、山形県内で災害(災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2

条第1号に規定する災害をいう。)が発生し、若しくは発生するおそれがある場合、又は他

の都道府県に災害が発生し、若しくは発生するおそれがある場合において、甲が行う支援

活動等に対する乙の協力について、適正かつ円滑な運営を期するため、必要な事項を定め

るものとする。

(支援協力の要請)

第2条甲は、前条に規定する災害応急対策及び災害復旧対策の円滑な実施のため、物資の

輸送や荷役作業等が必要であると認めるときは、乙に対して支援を要請することができる。

(支援協力の実施)

第3条乙は、甲から前条の要請を受け、これを受諾したときは、物資の輸送や荷役作業等

について速やかに対応するよう努めるものとする。

2 前項の規定において、甲は、乙の会員運送事業者と取引先、委託先、加盟店等の関係者

との契約上の制限又は業務上の制約等により乙の会員運送事業者の協力が困難な場合があ

ることを考慮するものとする。

3 甲は、乙及び乙の会員運送事業者による物資の輸送や荷役作業等が円滑に行われるよう、

輸送ルートの被災状況等に係る清報の提供、支援物資の搬送車両の円滑な通行に関する支

援、輸送のための燃料の確保その他の必要な支援に努めるものとする。

支援ネットワーク(以下「乙」

次のとおり協定を締結する。

(支援協力の内容)

第4条甲が乙に要請する支援は、次に掲げるものとする。

(1)物資等の輸送力の提供

(2)荷役作業

(3)物資の調達及び供給

(4)物資拠点の提供及び運営

(5)その他、甲が必、要と認めるもの

2 甲は、前項の支援を円滑に実施するため、物資の輸送・荷役等に関する専門的な知識を

有する者(以下「連絡調整員」という。)の派遣を乙に要請することができる。



(要請の方法)

第5条甲は、乙に対し支援要請を行うときは、様式第1号支援協力要朗書(以下「要ヨ月白」
という。)により要請するものとする。ただし、緊急を要するときは、口頭、屯話寺により
要請できるものとし、後日速やかに要請書を提出するものとする0

(報告)

第6条乙は、第4条の規定による要請に対し支援を実施したときは、様式第2号業稔実加
報告書(以下「実施報告書」という。)により甲に報告するものとする。ただし、緊心、を要
する場合にあっては、電話等により報告し、その後速やかに実力也報口書を提出するものと
する。

(費用の負担)

甲乙協議の上定める第7条第3条の規定による支援協力に要した費用の負担にっいては、

ものとする。ただし、災害対策基本法(昭和36年法律第223万')第68木又は第74
条第1項の規定により、他の地方公共団体の長等の応援の要求に応じて支援活動を行った
場合の費用の負担は、同法第92条に定めるところによる。

2 甲が前項の規定により負担する額は、災害発生直前における適正価格を基準とし、甲乙

協議の上、定めるものとする。

(費用の支払)

第8条甲は、乙から第6条の実施報告書が提出されたときは、必要な予算措置を講じるも
のとする。

2 乙は、甲が必要な予算措置を講じた後、甲に対し、負担額の支払を訥求するものとする0

3 甲は、前項の規定により適法な支払請求書を受理したときは、その受理した日から30

日以内に当該請求に係る金額を乙に支払うものとする。

(損害補償)

第9条本協定に基づく支援に協力した者の負傷、疾病、障がい又は死亡に関する損害補償
にっいては、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)に定めるところによるも

ののほか、原則として、乙の責任において行うものとする。

(第三者への損害賠償責任)

第10条乙は、第3条の規定による支援協力中に、乙の責に帰する理由により第三者に損
害を与えたときは、その賠償の責を負うものとする。

乙と乙の会員事業者で協議の上、決定する2 前項に規定する第三者への1割賞については、

ものとする。

3 乙は、第3条の規定による支援協力中に、自らの責に帰さない理由により第三者に損害



を与えた場合は、乙はその事実の発生後遅滞なくその状況等を文書により甲に報告し、そ

の処置については、甲乙協議して定めるものとする。

(連絡責任者の報告)

第11条甲及び乙は、この協定の成立に係る連絡責任者を協定締結後速やかに様式第3号

連絡責任者届により相手方に報告するものとし、変更があった場合も同様とする。

(清報提供)

第12条甲及び乙は、覚知した災害等の被害情報を相互に提供するほか、市町村等にも積

極的に提供するものとする。

(有効期間)

第13条この協定の有効期間は、協定締結の日から1年間とする。ただし、有効期間満了

の1か月前までに、甲又は乙から文書で相手方に協定終了の意思表示をしないときはξ更

に1年間更新されるものとし、その後も同様とする。

(情報の共有)

第14条甲及び乙は、意見交換会の実施など、相互の災害対応等の情報の共有に努めるも

のとする。

(協議)

第15条

する。

この協定に定めのない事項又は疑義が生じたときは、甲乙協議して定めるものと

この協定を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自その1通を所持する。

令和4年H月30日

甲山形県山形市松波二丁目8番1号

山形県知事

乙 東京都千代田区丸の内一丁目8番2号鉄釧ビル本館5階

一般社団法人AZ-COM丸和・支援ネットワーク 1,戸§゛、
理事長和佐見勝 1{4涯琴}§

村 美栄 W形県
北発

吉



別紙様式1

様一般社団法人AZ-COM丸和・支援ネットワーク理事長

物資の輸送・荷役等に関する支援協力要而書

災室時における物資の輸送.荷役等に関する協定書第4条の規定に基づき、次のと
おり支援協力を要請します。

1 被害の状況

2 支援協力の要請内容

支援協力を要請する業務

山形県知事

月

具体的な業務内容

物資等の輸送力の提供

荷役作業

物資の調達及び供給

物資拠点の提供及び運営

その他、山形県が必要と認めるもの

業務の実施場所

支援協力の要請機関

その他必要な事項

年 月 日 ノ■、_゛ 年 月 日

号
日

第
年

ロ
ロ
ロ
ロ
ロ



別紙様式2

山形県知事様

災害時における物資の輸送・荷役等に関する協定書第6条の規定に基づき、次のと

おり支援協力を要請します。

年1 業務を実施した期間 年 日から 月 日まで月

物資の輸送・荷役等に関する業務実施報告書

一般社団法人AZ-COM丸和・支援ネットワーク理事長

2 業務の実施内容

調達車両台数

事

配車場所

月

輸送場所

項

備考

荷役作業場所

荷役作業量

その他業務

物資拠点の提供及び運営

内

物資拠点に搬入・保管する物資

の品目・数量・保管期間

連絡調整員の派遣場所

号
日

第
年

容



別紙様式3

1 山形県

所

名称

在

電話番号(ー"劣

電話番号(衛星)

署
FAX番号

連絡責任者届

地

担

アドレス

¥ニ

職氏名(ふりがな)

当

電話番号(卓上)

電話番号(携帯)

.ー.、、、

D二,

アドレス

者

職氏名(ふりがな)

年

電話番号(卓上)

2

電話番号(携帯)

月

一般社団法人AZ-COM丸和・支援ネットワーク

アドレス

日

所

断1

名称

在

電話番号(ー"劣

嵯鸞

咲゛曇淵吻

1・モ.Y゛、'

謡j
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'〆
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担
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/ノづfl、 Vヌ、＼、

職氏名(ふりがな)

当

電話番号(卓上)

電話番号(携帯)

、、、ー

アドレス

者

職氏名(ふり力y幻

電話番号(卓上)

電話番号(携帯)

アドレス
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ノ
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ン
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